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   北名古屋市市税条例の一部を改正する条例について 

 

 北名古屋市市税条例（平成１８年北名古屋市条例第５６号）の一部を別

紙のとおり改正するものとする。 
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   提案理由 

 

 この案を提出するのは、地域決定型地方税制特例措置の導入等を含む地

方税法の改正に伴い、本条例の一部を改めるため必要があるからである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



北名古屋市市税条例の一部を改正する条例 

 

北名古屋市市税条例（平成１８年北名古屋市条例第５６号）の一部を次

のように改正する。 

第３条の２第１項中「第２章」の次に「（第８条を除く。）」を、「第

３章」の次に「（第１４条を除く。）」を加える。  

附則第１０条の２を附則第１０条の３とし、附則第１０条の次に次の１

条を加える。 

（法附則第１５条第２項第６号及び第１０項の条例で定める割合）  

第１０条の２ 法附則第１５条第２項第６号に規定する市町村の条例で定

める割合は４分の３とする。 

２ 法附則第１５条第１０項に規定する市町村の条例で定める割合は３分

の２とする。 

附 則 

（施行期日） 

第１条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第３条の２第１項

の改正規定は、平成２５年１月１日から施行する。  

 （北名古屋市行政手続条例の適用除外に関する経過措置）  

第２条 改正後の北名古屋市市税条例（以下「新条例」という。）第３条

の２第１項の規定は、平成２５年１月１日以後にする同項に規定する行

為について適用し、同日前にした改正前の北名古屋市市税条例第３条の

２第１項に規定する行為については、なお従前の例による。  

（固定資産税に関する経過措置） 

第３条 新条例附則第１０条の２第１項の規定は、平成２４年４月１日以

後に取得された地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改

正する法律（平成２４年法律第１７号）第１条の規定による改正後の地

方税法（次条において「新法」という。）附則第１５条第２項第６号に

規定する除害施設（以下この条において「除害施設」という。）に対し

て課すべき平成２５年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平

成２４年３月３１日までに取得された除害施設については、なお従前の



例による。 

第４条 新条例附則第１０条の２第２項の規定は、平成２４年４月１日以

後に取得された新法附則第１５条第１０項に規定する施設（以下この条

において「施設」という。）に対して課すべき平成２５年度以後の年度

分の固定資産税について適用し、平成２４年３月３１日までに取得され

た施設については、なお従前の例による。 

 


